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はじめに
2020 年 12 月に閣議決定された経済対策に「世界に開かれた国際金融センターの実現」が盛り込まれ、金融庁は海

外の資産運用業者の参入を促進するための施策を講じてきました。その後、2023 年 6 月に公表された経済財政運営

と改革の基本方針 2023では「資産運用立国」の実現を目指すことが盛り込まれ、2023年 9月に岸田文雄首相は海外

の資産運用業者のさらなる新規参入を促進するために「資産運用特区」を創設することを明らかにしました。これらのこ

とから、ますます国際金融センターの実現に向けた取組みが加速することが予想されます。

そこで本号では、世界に開かれた国際金融センターの実現のためにこれまでに講じられた施策とその成果について

解説します。

1．現在までの取組み
政府は国際金融センターの実現のため、2021 年 1 月以降現在までに主に以下のような施策を講じてきました。

出所：金融庁ウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/policy/financialcenter/index.html） 

これらの施策の特徴には大きく分けて 3 点あると考えられます。

まず、これらは主に金融庁の施策ですが、金融庁だけはなく、省庁・関係機関を横断した取組みであることです。例

えば、1)では、法人税・相続税・所得税といった税法の所管官庁である国税庁と連携して、各種税制度の改正・明確化

を図っている点が特徴的だと言えます。 
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次に、金融商品取引法（以下、金商法）や金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（以下、監督指針）などで

規定される範囲について金融庁は行政事務を担いますが、4）創業・生活支援にあるように、金融商品取引業とは直接

関係のないエリアについてもワンストップでサポートしている点が特徴的だと言えます。 

2）や 5）のような英語による行政対応は、海外資産運用会社が新規に日本に参入を促進するためには不可欠です。

以前から英語による行政対応は業界の要望としてあったものの長らく実現しませんでしたが、そうした要望が反映され

た点で特徴的だと考えます。 

そこで、こうした数々の特徴ある施策のうち、2021 年 1 月以降に新規に日本に参入した海外資産運用会社に対して

特に影響があったと思われる 2）金融規制と、4）創業・生活支援について詳しく見てみます。 
 
（1）金融規制 
 
① 2021 年 1 月の金融商品取引業等に関する内閣府令の改正 

従前、一部を除き、日本に参入する海外資産運用会社が日本において金融商品取引業の登録を行うためには、金

商法で定める登録申請書およびその添付書類（以下、登録申請書等）を日本語で作成し、管轄財務局に提出する必要

がありました。また金融商品取引業者として登録した後の、金融庁や管轄財務局による監督も日本語で行われてきまし

た。 
2021 年 1 月の金融商品取引業等に関する内閣府令（以下、金商業等府令）の改正により、一定の条件を満たす新

規に日本に参入する海外資産運用会社が提出する登録申請書等を英語で提出することが可能となりました。また、こ

の法令改正に対応するために、金融庁と財務局は、新規に日本に参入する海外資産運用会社の登録に関する事前相

談、登録手続および登録後の監督を英語で行うとともに、これらの業務をワンストップで行う「拠点開設サポートオフィス」

を開設しました。これにより、金融商品取引業の登録を英語で行った海外資産運用会社は、各種届出を英語で行うなど、

監督官庁である金融庁と英語でやりとりを行うことが可能になりました。 
なお、金融庁のウェブサイトでは、登録手続に英語での提出を認める書類および登録後に英語での提出を認める書

類について英語での様式が記載上の留意事項とともに公表されています。 
  
② 2021 年 11 月の金商法の改正 
海外のプロ投資家を顧客とする資産運用業者であっても、これまでは日本で資産運用業を行うには、原則として金商

法で定める金融商品取引業のいずれかの登録が必要でありました。また、海外で業務実績がある場合でも、登録手続

には一定の時間を要することがかねてからの課題でした。 
こうした課題を解決するために、2021 年 11 月の金商法の改正により、主として海外のプロ投資家を顧客とするファ

ンドの資産運用業者や、海外当局による許認可を受け海外の顧客資金の運用実績がある資産運用業者が届出により

投資運用業などを行うことが可能となる「海外投資家等特例業務」および「移行期間特例業務」の 2 つの特例業務が新

設されました。これらの特例制度についても英語で届出を行うことが可能です。 
 
③ 2022 年 3 月の金商業等府令の改正および 2022 年 10 月の金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項

の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件（以下、告示）の改正 
①で述べたとおり、新規に日本に参入する海外資産運用会社が登録に関する事前相談、登録手続および登録後の

監督を英語で行うためには一定の条件を満たす必要があります。また、全ての金融商品取引業が対象になったわけで

はなく、2021 年 1 月時点では以下の下線部の者や金融商品取引業は対象ではありませんでした。 
 

（英語で登録手続の対象となる業） 
 
（a）英語での書類提出が可能となる場合 

以下のいずれかに該当する場合は、英語での登録申請などが可能となります。 
① 以下の（i）および（ii）に応じ、それぞれ外国において（i）および（ii）に記載の業務を行っている者 
（i） 第一種金融商品取引業の登録を希望する場合：第一種金融商品取引業と同種類の業務 
（ii） （b）②～④の業の登録を希望する場合：投資助言・代理業または投資運用業と同種類の業務 

② ①の親会社等、子会社等または関連会社等 
③ ①で業務実績がある者（役職員であった者）が新たに申請（役員または重要な使用人として申請）する場合 

 
（b） 対象となる業 

以下の業の登録が対象となります。 
① 第一種金融商品取引業※1 
② 投資運用業 

https://www.fsa.go.jp/news/r2/shouken/20210112/20210112.html
https://www.fsa.go.jp/policy/marketentry/index.html
https://www.fsa.go.jp/en/policy/marketentry/List-of-documents.html
https://www.fsa.go.jp/en/policy/marketentry/List-of-documents_post-registration.html
https://www.fsa.go.jp/en/policy/marketentry/List-of-documents_post-registration.html
https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/spbfitp/index.html


 

 

③ 投資助言・代理業 
④ 運用業務に関連する以下の第二種金融商品取引業 

 
（i） 運用業者が自社設定した投資信託やファンドの販売業務を行う場合 
（ii） 特定投資家を相手方として、グループ会社が運用する組合型ファンド（集団投資スキーム持分）の販売

業務を行う場合 
（iii） 投資法人の資産運用会社および適格投資家向け投資運用業者のみなし第二種金融商品取引業に係

る業務を行う場合 
 
※1 第一種金融商品取引業のうち、特定投資家を相手方として行うものであって、取扱う有価証券が外国投資

信託の受益証券、外国投資証券などの一定の有価証券のみであるもの。 
 
出所：金融庁ウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/policy/marketentry/index.html）をもとに PwC 作成 

 
しかし、2022 年 3 月の金商業等府令の改正や 2022 年 10 月の告示の改正を経て、英語での対応の対象となる者

や金融商品取引業の範囲が拡大し、2023年 9月時点では、英語登録が可能となる海外資産運用業者は、以下にある

スキームを利用したビジネスモデルを念頭に日本に参入しています。なお、海外資産運用会社が日本に参入した際の

ビジネスモデルについては、次号以降のファンドニュースで解説します。 
 

 （海外資産運用業者の典型的な参入スキームと英語対応の可否） 

 
出所：金融庁公表「2023 事務年度金融行政方針」の「コラム 4」より抜粋 

 

（2） 創業・生活支援 
 
前述の「拠点開設サポートオフィス」では、新規に日本に参入する海外資産運用会社の登録に関する事前相談、登

録手続および登録後の監督以外にも、当該会社の創業および生活面についての支援も行っています。例えば、法人設

立登記や在留資格取得などの創業面に係る手続き、住居の確保、英語の通じる医療機関やインターナショナルスクー

ルといった生活面の立上げに関して、英語による情報提供や相談対応、支援をワンストップで提供しています。特に、

（1）③の対象業者に対しては無料で支援する「金融創業支援ネットワーク（モデル事業）」を実施しており、これまで新規

に日本に参入した複数の海外資産運用会社が当該事業を利用して、金融商品取引業の登録や特例制度の届出を完

了しています。 
 
 
 
 
 

https://www.fsa.go.jp/policy/marketentry/index.html
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20220329/20220329.html
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20221031/20221031.html


 

 

 
 
金融創業支援ネットワーク（モデル事業）のイメージ図 

 
出所：金融庁ウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/start-up-support/） 

 

2．取組みの成果 
2021年 1月に金融庁財務局が「拠点開設サポートオフィス」を開設以降、2021年 4月の 1号案件を皮切りに、2023

年 9 月現在、金融商品取引業の登録または特例業務の届出が合計で 27 件完了しています。 

2021 年は登録または届出完了案件は 5 件のみでしたが、2022 年は 9 件、2023 年は 13 件（9 カ月間）と着実に件

数が増えています。また、このうち、「金融創業支援ネットワーク（モデル事業）」の利用事業者は当該事業の利用に関

するインタビューを受けており、少なくとも 10 件については当該事業を利用したと見られます。 
 
  

 
金融商品取引業の種別または特例業務 

件数 備考 第一種金融 
商品取引業 

第二種金融 
商品取引業 

投資運用業 
（※１） 

投 資 助 言 
・代理業 

海外投資家

等特例業務 

2021 0 0 2 4 0 5 ※2 

2022 2 2 1 4 0 9  

2023 0 2 1 9 1 13  
合計 2 4 4 17 1 27 ※2 

※1 適格投資家向け投資運用業を含む。 
※2 複数業を同時に登録した事例があり、2021 年は 5 件、2021 年から 2023 年までの合計 27 件の案件が

それぞれ登録または届出完了。 
 
出所：金融庁ウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/success-stories/）をも

とに PwC が集計・作成 
 

https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/our-support/success-stories/


 

 

おわりに 
2021 年 1 月の法令改正および拠点開設サポートオフィスの開設を皮切りに、金融規制の見直しだけではなく、税制

度の改正・明確化、在留資格の利便性向上、創業・生活支援、英語による情報発信など、国際金融センターの実現に

向けた取組みは多岐にわたっており、その成果は着実に表れていると思われます。また、2023年 9 月 25日から 2023
年 10 月 6 日までの「Japan Weeks」には、海外の投資家や資産運用会社などが集中的に日本に招致され、各種イベ

ントが開催されることから、国際金融センターの実現に向けた取組みはより一層加速するものと予想されます。 

PwC あらた有限責任監査法人は、これまで日本に新規参入した海外資産運用会社の財務諸表監査のみではなく、

コンプライアンスや内部監査をサポートする業務など幅広くサービスを提供しています。今後も国際金融センターの実

現に向けた取組みに注目していくとともに、資産運用業界の発展に貢献してまいります。 

内容にご質問などございましたら、以下のお問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。なお、文中の

意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添えます。 
 
 

 
 

 

 

PwC あらた有限責任監査法人 

資産運用アシュアランス部 

シニアマネージャー 溝 口 健 太 
 

 

PwC あらた有限責任監査法人  資産運用アシュアランス部 

お問い合わせフォーム 
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